
平成23年度　　保育所入所児童費用徴収金額表

入所児童の属する世帯の階層区分

階層
区分 定　　　　　義 ２歳児以下 ３　歳　児 ４歳児以上

Ａ 0 0 0

3,400 2,400 2,400

(1,700) (1,200) (1,200)

9,700 8,000 7,700

(4,850) (4,000) (3,850)

11,200 9,200 9,100

(5,600) (4,600) (4,550)

12,600 10,600 10,500

(6,300) (5,300) (5,250)

13,100 11,200 11,100

(6,550) (5,600) (5,550)

15,100 13,100 12,900

(7,550) (6,550) (6,450)

17,550 15,550 15,400

(8,770) (7,770) (7,700)

18,370 16,620 16,360

(9,180) (8,310) (8,180)

23,680 21,840 21,060

(11,840) (10,920) (10,530)

28,500 27,110 24,620

(14,250) (13,550) (12,310)

33,730 29,350 26,470

(16,860) (14,670) (13,230)

37,020 30,630 28,600

(18,510) (15,310) (14,300)

39,580 30,870 28,900

(19,790) (15,430) (14,450)

43,410 32,800 29,100

(21,700) (16,400) (14,550)

45,800 33,100 29,200

(22,900) (16,550) (14,600)

51,750 33,300 29,400

(25,870) (16,650) (14,700)

53,520 33,600 29,600

(26,760) (16,800) (14,800)

56,140 33,800 29,700

(28,070) (16,900) (14,850)

59,800 34,450 29,800
(29,900) (17,220) (14,900)
61,000 35,100 29,900
(30,500) (17,550) (14,950)

徴収金月額　　　（円）

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律による支援給付受給世帯

Ｂ

Ａ階層を除き
２２年分の所
得税非課税
世帯

２２年度分の市町村民税非課税世帯

Ｃ１
２２年度分の市町村民税所得割の非課税世帯
（均等割のみ課税）

Ｃ２
２２年度分の市町村民税所得割の額が5,000円
未満の世帯

Ｃ３
２２年度分の市町村民税所得割の額が5,000円
以上の世帯

Ｄ１

Ａ階層を除き
２２年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
額の区分が
次の区分に
該当する世帯

１０，０００円未満

Ｄ５ ４０，０００円以上 ５５，０００円未満

Ｄ２ １０，０００円以上 ２０，０００円未満

Ｄ３ ２０，０００円以上 ３０，０００円未満

Ｄ４ ３０，０００円以上 ４０，０００円未満

Ｄ６ ５５，０００円以上 ７１，０００円未満

Ｄ７ ７１，０００円以上 ８７，０００円未満

Ｄ８ ８７，０００円以上 １０３，０００円未満

Ｄ９ １０３，０００円以上 １８０，０００円未満

Ｄ１０ １８０，０００円以上 ２５７，０００円未満

Ｄ１１ ２５７，０００円以上 ３３５，０００円未満

Ｄ１２ ３３５，０００円以上 ４１３，０００円未満

Ｄ１３ ４１３，０００円以上 ４９８，０００円未満

Ｄ１４ ４９８，０００円以上 ５８３，０００円未満

Ｄ１５

◎上記税額は父母合算で認定。ただし、母子等で祖父母同居世帯は、原則として祖父母の税額で認定。

◎保育所入所児童、幼稚園及び認定こども園等に在園する児童が２子以上の場合、
　　・Ｂ～Ｄ１６階層の世帯は、入所児童最年長児童から順に基準額[上段]、半額[（下段）]、無料となります。

◎各階層の所得税額については、住宅取得控除前の所得税で認定。

◎提出された課税資料について、後日誤りが判明した場合には遡及して徴収金を認定します。
　保育料が追加徴収されることがありますので、提出資料には確認をお願います。

５８３，０００円以上 ６６８，０００円未満

Ｄ１６ ６６８，０００円以上

◎平成23年4月1日現在の年齢で認定。


